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通所リハビリテーションの提供について

医師が利用者に対して３月以上の通所リハビリテーション
の継続利用が必要と判断した時は、リハビリテーション計
画書に具体的な終了目安となる時期等を明確に記載し、本
人・家族に説明すること。



通所リハビリテーション計画の作成

通所リハビリテーション計画について、家族等の同意が遅
れているものがあった。利用開始までに同意を得ること。

移行支援加算

通所リハビリテーション終了者のリハビリテー
ション計画書を移行先の事業所等へ提供するこ
と。


